
新 旧 対 照 表

○ 高 知 県 戦 争 犠 牲 者 団 体 援 護 費 補 助 金

新 旧

( 略 ）

（ 補 助 の 条 件 ）

第 ７ 条 補 助 金 の 交 付 の 目 的 を 達 成 す る た め 、補 助 事 業 者

は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 遵 守 し な け れ ば な ら な い 。

(１ ) 補 助 金 に 係 る 収 入 及 び 支 出 を 明 ら か に し た 帳 簿

を 備 え 、か つ 、当 該 収 入 及 び 支 出 に 関 す る 証 拠 書 類

を 補 助 事 業 の 完 了 後 ５ 年 間 保 管 す る こ と 。

( ２ ) 補 助 事 業 の 実 施 に 当 た っ て は 、 別 表 第 ２ に 掲

げ る い ず れ か に 該 当 す る と 認 め ら れ る も の を 契 約

の 相 手 方 と し な い こ と 等 暴 力 団 等 の 排 除 に 係 る 県

の 取 扱 い に 準 じ て 行 わ な け れ ば な ら な い こ と 。

(３ ) 補 助 事 業 を 行 う た め 締 結 す る 契 約 に つ い て

は 、 県 が 行 う 契 約 手 続 の 取 扱 い に 準 じ て 適 切 に

行 わ な け れ ば な ら な い こ と 。

(４ ) 補 助 事 業 が 予 定 の 期 間 に 完 了 し な い 場 合 又 は 補

助 事 業 の 遂 行 が 困 難 と な っ た 場 合 は 、速 や か に 知 事

に 報 告 し 、 そ の 指 示 を 受 け な け れ ば な ら な い こ と 。

（ ５ ）補 助 金 の 交 付 を 申 請 す る に 当 た っ て 、県 税 の 滞 納

が な い こ と 。

（ 略 ）

（ 附 則 ）

こ の 要 綱 は 、 平 成 2 9 年 ５ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。
（ 附 則 ）

こ の 要 綱 は 、 平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

（ 略 ）

( 略 ）

（ 補 助 の 条 件 ）

第 ７ 条 補 助 金 の 交 付 の 目 的 を 達 成 す る た め 、補 助 事 業 者

は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 遵 守 し な け れ ば な ら な い 。

(１ ) 補 助 金 に 係 る 収 入 及 び 支 出 を 明 ら か に し た 帳 簿

を 備 え 、か つ 、当 該 収 入 及 び 支 出 に 関 す る 証 拠 書 類

を 補 助 事 業 の 完 了 後 ５ 年 間 保 管 す る こ と 。

( ２ ) 補 助 事 業 の 実 施 に 当 た っ て は 、 別 表 第 ２ に 掲

げ る い ず れ か に 該 当 す る と 認 め ら れ る も の を 契 約

の 相 手 方 と し な い こ と 等 暴 力 団 等 の 排 除 に 係 る 県

の 取 扱 い に 準 じ て 行 わ な け れ ば な ら な い こ と 。

(３ ) 補 助 事 業 を 行 う た め 締 結 す る 契 約 に つ い て

は 、 県 が 行 う 契 約 手 続 の 取 扱 い に 準 じ て 適 切 に

行 わ な け れ ば な ら な い こ と 。

(４ ) 補 助 事 業 が 予 定 の 期 間 に 完 了 し な い 場 合 又 は 補

助 事 業 の 遂 行 が 困 難 と な っ た 場 合 は 、速 や か に 知 事

に 報 告 し 、 そ の 指 示 を 受 け な け れ ば な ら な い こ と 。

（ 略 ）

（ 附 則 ）

こ の 要 綱 は 、 平 成 2 9年 ５ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。



新

別 表 １ （ 第 ２ 条 関 係 ）

事 業 主 体

（ 補 助 事 業 者 ）
補 助 対 象 事 業 名 補 助 率 補 助 対 象 経 費

公 益 財 団 法 人

高 知 県 遺 族 会

１ 英 霊 顕 彰 事 業
定 額

市 町 村 、 地 区 遺 族 会 等 が 行 う 慰 霊 及 び 英 霊 顕 彰 事 業 へ の 参 加

千 鳥 ヶ 淵 戦 没 者 墓 苑 等 団 体 参 拝 の 引 率

戦 跡 慰 霊 事 業 の 実 施 及 び 参 加

上 記 事 業 の 実 施 の た め に 必 要 な 次 の 経 費

旅 費 、 需 用 費 （ 食 糧 費 を 除 く 。）、 役 務 費 、 委 託 料 （ 沖 縄 「 土 佐

之 塔 」 慰 霊 式 典 開 催 に か か る 委 託 業 務 ） 及 び 祭 礼 費 （ 祭 礼 に 必 要

な 供 花 料 及 び 供 物 料 に 限 る 。）

２ 遺 族 福 祉 向 上 事 業 定 額

女 性 部 ・ 壮 年 部 ・ 青 年 部 会 員 の 研 修 会 等 会 議 の 開 催 、 全 国 会 議 等 へ

の 出 席 及 び 地 区 遺 族 会 の 指 導 等 の 実 施 の た め に 必 要 な 次 の 経 費

旅 費 、 需 用 費 （ 食 糧 費 を 除 く 。）、 役 務 費 及 び 研 修 費 （ 研 修 に 必 要

な 旅 費 及 び 需 用 費 （ 食 糧 費 を 除 く 。） に 限 る 。）

３ 広 報 啓 発 事 業 定 額
遺 族 会 報 発 行 等 の 広 報 の 実 施 の た め に 必 要 な 次 の 経 費

需 用 費 （ 食 糧 費 を 除 く 。） 及 び 役 務 費



旧

別 表 第 １ （ 第 ２ 条 関 係 ）

事 業 主 体

（ 補 助 事 業 者 ）
補 助 対 象 事 業 名 補 助 率 補 助 対 象 経 費

公 益 財 団 法 人

高 知 県 遺 族 会

１ 英 霊 顕 彰 事 業
定 額

市 町 村 、 地 区 遺 族 会 等 が 行 う 慰 霊 及 び 英 霊 顕 彰 事 業 へ の 参 加

千 鳥 ヶ 淵 戦 没 者 墓 苑 等 団 体 参 拝 の 引 率

戦 跡 慰 霊 事 業 の 実 施 及 び 参 加

上 記 事 業 の 実 施 の た め に 必 要 な 次 の 経 費

旅 費 、 需 用 費 （ 食 糧 費 を 除 く 。）、 役 務 費 、 委 託 料 （ 沖 縄 「 土 佐 之

塔 」 慰 霊 式 典 開 催 に か か る 委 託 業 務 ） 及 び 祭 礼 費 （ 祭 礼 に 必 要 な 供

花 料 及 び 供 物 料 に 限 る 。）

２ 遺 族 福 祉 向 上 事 業 定 額

女 性 部 ・ 壮 年 部 会 員 の 研 修 会 等 会 議 の 開 催 、 全 国 会 議 等 へ の 出

席 及 び 地 区 遺 族 会 の 指 導 等 の 実 施 の た め に 必 要 な 次 の 経 費

旅 費 、 需 用 費 （ 食 糧 費 を 除 く 。）、 役 務 費 及 び 研 修 費 （ 研 修 に 必 要 な

旅 費 及 び 需 用 費 （ 食 糧 費 を 除 く 。） に 限 る 。）

３ 広 報 啓 発 事 業 定 額
遺 族 会 報 発 行 等 の 広 報 の 実 施 の た め に 必 要 な 次 の 経 費

需 用 費 （ 食 糧 費 を 除 く 。） 及 び 役 務 費



新

第１号様式（第４条関係）

第 号

平成 年 月 日

高知県知事 様

申請者 住 所

氏 名 印

（生年月日 年 月 日生）

補 助 金 交 付 申 請 書

高知県補助金等交付規則第３条及び高知県戦争犠牲者団体援護費補助金交付要

綱第４条の規定により、補助金の交付を関係書類を添えて下記のとおり申請しま

す。

記

１ 補助金交付申請額 円

２ 補助事業の目的及び内容

３ 補助事業の経費の配分及び使用方法

４ 添付書類

（１）事業計画書

（２）収支予算書

（３）県税の納税証明書

旧

第１号様式（第４条関係）

第 号

平成 年 月 日

高知県知事 様

申請者 住 所

氏 名 印

（生年月日 年 月 日生）

補 助 金 交 付 申 請 書

高知県補助金等交付規則第３条及び高知県戦争犠牲者団体援護費補助金交付要

綱第４条の規定により、補助金の交付を関係書類を添えて下記のとおり申請しま

す。

記

１ 補助金交付申請額 円

２ 補助事業の目的及び内容

３ 補助事業の経費の配分及び使用方法

４ 添付書類

（１）事業計画書

（２）収支予算書


